
「需要場所・発電場所」等の見直し概要

２ ０ ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日

九州電力送配電 株式会社

要 旨

 現行の託送供給等約款（以下、託送約款」）では、１需要場所１引込み１契約を原則とし
て定めており、その例外として、電気自動車の急速充電器とＦＩＴ電源については１需要
場所２引込み２契約が可能となっています。

 今般、上記以外の「１需要場所複数引込み」や「複数需要場所１引込み」に対するニーズ
が高まっており、このたび、本年４月から電気事業法施行規則に定める需要場所の定めが
見直されることとなりました。

 これを受け、当社の託送約款における「需要場所および発電場所」や「供給および契約の
単位」等の規定を見直すこととしました。

【１需要場所複数引込み（イメージ）】

【複数需要場所１引込み（イメージ）】
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（参考）国の審議会での議論

 国の審議会（第23回、第27回、第29回電力・ガス基本政策小委）において、現行制度では
対応できないニーズが生じていることが論点提起され、対応の方向性が議論されました。

【第27回電力・ガス基本政策小委資料（抜粋）】
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１需要場所複数引込について



見直し後の需要場所等の考え方（１需要場所複数引込み）

 以下の３要件のいずれかに該当する措置として、必要な設備を新たに施設する場合には、
１需要場所複数引込みによる供給を可能とします。

① 災害による被害を防ぐための措置

② 温室効果ガス等の排出の抑制等の措置

③ 電気工作物の設置および運用の合理化のための措置

 具体的な適用の判断基準として、資源エネルギー庁が同庁ホームページにＱＡを設ける予
定としており、当社を含む一般送配電事業者は、当該ＱＡに掲載される対応可能事例（Ｏ
Ｋ具体例）および対応不可事例（ＮＧ具体例）に基づき対応していくこととなります。

※ 資源エネルギー庁のＱＡは2021年４月１日公開予定。

※ ＯＫ具体例に該当しない新たなニーズが生じた場合には、資源エネルギー庁にて保安
上の懸念等を確認した上で、ＱＡに事例が追加されることがあります。

１需要場所複数引込みの取扱い
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 １需要場所複数引込みによる供給を行なうことにより、当社に追加的負担となる費用につ
いては、特定負担とし、工事費負担金として小売電気事業者から申し受けます。

 なお、工事費負担金として負担を求める範囲※は、従来の特例需要場所および特例発電場所
の取扱いと同様です。

費用負担の取扱い

見直し後の需要場所等の考え方（１需要場所複数引込み）

（考え方）

・設備構築にかかるコストは、特定負担（原因者負担）

・維持運営にかかるコストは、一般負担（託送料金により回収）

工事費負担金の区分 需要側 発電側

引込線等（外線含む） 特定負担 特定負担

計量器

新規設置時 一般負担 特定負担（低圧は発電－需要の上回り分のみ特定負担）

検満時 一般負担 特定負担（低圧は一般負担）

非常災害時 一般負担 一般負担

その他 一般負担 一般負担

※現行の工事費負担金区分



要件① 災害による被害を防ぐための措置（レジリエンスの強化）

【ＥＶ・ＰＨＶ急速充電器】

＜概要＞
・従来から特例需要場所として認めていた

急速充電器の２引込みについては、引き
続き適用。

新たなニーズの例

 昨今の自然災害の激甚化を踏まえ、レジリエンスの強化（災害時の冗長性の確保）の観点
から、以下のとおり新たなニーズの例が挙げられています。

 なお、従来の特例需要場所（電気自動車の急速充電器）については、普通充電器と同様、
要件①（または要件②）で解釈可能なものとして整理される見込みです。
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要件② 温室効果ガス等の排出の抑制等の措置

１需要場所

FIT発電設備

【再エネ（ＦＩＴ）設備】
＜概要＞
・従来から特例発電場所として認めていた

ＦＩＴ発電設備の２引込みについては、
引き続き適用。

【ＥＶ・ＰＨＶ急速充電器】

 温室効果ガス等の排出の抑制等の措置としては、環境性や再エネの大量導入といった観点
から以下のとおり新たなニーズの例が挙げられています。

 なお、再エネ設備については、低圧敷地分割案件のように徒に多数の契約に分割すること
は、送配電設備の過剰投資を招くことなどの理由が、「社会的経済的に見て不適切であり、
供給区域内の電気の使用者の利益を阻害する」ものとして、資源エネルギー庁ＱＡにてＮ
Ｇ具体例に掲載され、認められない方向です。
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新たなニーズの例



要件③ 電気工作物の設置および運用の合理化のための措置

新たなニーズの例

 電気工作物の設置および運用の合理化のための措置としては、電力ネットワークの効率的
運用やコスト合理化の観点から、データセンターの例が挙げられています。

 １需要場所２引込み（いずれも高圧供給）とすることで、需要家および送配電事業者のい
ずれにも過剰な設備投資を回避できる効果※や工期短縮や見込まれます。
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※必要に応じて、お申込みいただいた内容で、設計⽐較を⾏ったうえで、合理性の判断を⾏う場合があります。
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複数需要場所１引込について



見直し後の需要場所等の考え方（複数需要場所１引込み）

 以下の３要件のいずれかに該当する措置として、契約者または発電契約者から申し出があ
り、当社が技術上、保安上適当と認めた場合には、複数需要場所１引込みによる供給を可
能とします。

① 災害による被害を防ぐための措置

② 温室効果ガス等の排出の抑制等の措置

③ 電気工作物の設置および運用の合理化のための措置

 １需要場所複数引込みと同様、具体的な適用の判断基準として、資源エネルギー庁ＱＡに
掲載される対応可能事例（ＯＫ具体例）および対応不可事例（ＮＧ具体例）に基づき対応
していくこととなります。

 １需要場所複数引込みにおける特定負担との整理と異なり、複数需要場所１引込みによる
供給を行なう場合は、託送約款69（供給地点への供給設備の工事費負担金）にもとづき申
し受けるケースを除き、工事費負担金として別途の申し受けは行ないません。

費用負担の取扱い

複数需要場所１引込みの取扱い
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複数需要場所１引込みのニーズの例（再エネ関連）

 これまでは、再エネの負荷設備（パワコン）について、原需要場所に集約することで発電
設備の分散が可能でしたが、負荷設備の集約をしないニーズが例として挙げられています。

→ 要件② 温室効果ガス等の排出の抑制等の措置

 また、系統事故時など緊急時において、近隣にある太陽光発電設備から供給を受けるニー
ズも挙げられています。

→ 要件① 災害による被害を防ぐための措置

PCS

PCS

PCS

自営線

【ＦＩＴ飛び地認定電源】
＜概要＞
・原需要場所とは異なる需要場所にＦＩＴ

発電設備を設置、同様に各需要場所に
負荷（パワコン︓ＰＣＳ）を設置し、
各需要場所を自営線で連結する。

・パワコンの稼働電⼒は系統から供給を
受けた電気を自営線を通じて供給。

＜メリット＞
・負荷設備の集約が不要となる。

１需要場所

１需要場所
１需要場所

新たなニーズの例
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複数需要場所１引込みのニーズの例（レジリエンス関連）

 昨今の豪雨災害により地下に設置していた受電設備が水没しタワーマンション全体で電気
の使用が不能となった事例から、近隣のマンション同士を自営線で連結し、非常時には電
気を融通するケースが例として挙げられています。

→ 要件① 災害による被害を防ぐための措置

 この場合、一部の負荷が２契約にまたがることとなり、融通元の契約電力等は従来よりも
高くなることが想定されるため、融通先と融通元両者の合意が前提となります。

新たなニーズの例

（供給イメージ）
・タワマン右の契約（ＷＨ４〜６）は右側引込線から供給
・タワマン左の契約（ＷＨ１〜３）は平常時、左側引込み線から供給
・非常時において、タワマン左は系統から切り離され、タワマン左の

ＷＨ３（共用契約）は、タワマン右のＷＨ６から自営線を通じて
電気の供給を受ける

１需要場所 １需要場所

タワマン左
（融通先）

タワマン右
（融通元）

一部負荷は２契約にまたがることになる
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高圧以上のみ

特例需要場所に係るお申し込み方法 13

 前頁まででご説明しました、特例需要場所に係るお申し込み（１需要場所複数引込み、
複数需要場所１引込み）方法は、従前どおり託送新増設受付システムによるお申し込み
となります。

 なお、特例需要場所に係るお申し込みにあたっては、次頁の「確認書」をご提出※いただく
必要がございます。

※「確認書」は託送新増設受付システムに添付いただくことになりますが、現在、シス

テム上に様式を準備するための改修をしておりますので、別途お送りする様式を添付

資料としてご提出ください。



（参考）確認書イメージ 14

※「確認書」については、現在全国大で作成中のため、様式が確定し次第、別途ご連絡させていただきます。

その他

 ４頁に記載のとおり、具体的な適用の判断基準となる資源エネルギー庁ＱＡは、2021年４月
１日に公開予定です。

 これまでご説明をいたしました新たな「特例需要場所」に係る適用については、今後、お申
込みをいただいたのち、資源エネルギー庁が公表予定としているＱＡをもとに、その適否を
判断することになります。

 また、13頁に記載のとおり、「特例需要場所」に係るお申込みに際しては、「確認書」の
ご提出が必要となります。

 しかしながら、上記２点は、本日時点で全国大での議論が進行している途中のため、今後の
お申込みにあたっては、ご検討段階で最寄りの当社配電事業所受付関係個所へご相談をいた
だきますよう、お願いいたします。

お申込みにあたってのご留意点

資源エネルギー庁ＱＡの掲載
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